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Ⅰ　問題と目的
近年学校現場では，不登校やいじめ，発達障害や虐

待，非行などの問題行動等，様々な課題に教員1）は適切
に対応することが求められている。一方で，それらの課
題に教員のみで対応するのではなく，校内外の様々な
専門職と連携する必要性が指摘されている。また文部
科学省（2015）において，保護者や地域の人々を巻き
込み，教育活動を充実させていくことの重要性が指摘さ
れているように，専門家だけでなく，子どもを最もよく
知る保護者との連携は必須と考えられる。そして杉本ら
（2019）も指摘するように，子どもの支援のために学
校と保護者が協働するには，教員と保護者の信頼関係が
重要と考えられる。

これまで，教員と保護者の信頼関係が，子どもと教
員との関係に与える影響に関する研究もいくつかなさ
れている。中井・庄司（2006）は中学生を対象に調査
し，生徒の認知する保護者から教員への信頼感が，生徒
の教員認知に影響を与えている可能性を報告し，板倉
（2017）は高校生を対象に調査し，生徒の認知する保
護者から教員への信頼感が，生徒の教員への信頼感の規
定要因になっている可能性を指摘している。このように
教員と保護者の信頼関係は，子どもと教員の関係にも影
響することが考えられる。

しかし現在，教員における保護者との関わりの難しさ
も指摘されている。市橋ら（2008）は，現在多くの教
員が保護者対応に大きなストレスを抱えており，学校
や保護者は，子どもの成長のために協力し合わなけれ
ばならないにも関わらず，学校と保護者がまるで敵対
関係のようになることもあると指摘している。また金本

（2015）は教員を対象に調査を行い，特に教員経験が
3年未満の教員では保護者対応に自信がなく，また10年
から20年未満の教員以外では，保護者対応に自信がな
い教員が広く存在することを報告している。そして春日
（2018）が小・中学校の教員を対象に，教育相談困難
感について行った調査でも，教員が保護者との関わりに
困難を抱えていることが示されている。

一方で，保護者に対する教員の捉え方についての指摘
もある。東京都（2010）は，『日本苦情白書』2）（関根，
2009）をもとに教員の苦情の捉え方についてまとめて
いるが，他の職種と比較した教育現場の特徴として，苦
情について最初から「いちゃもん」「クレーマー」と決
めてかかる傾向があること，保護者からの苦情を頭から
「無理難題」ととらえている可能性があることなどが指
摘されている。また東京都が2008年に行った調査では，
学校対応に問題があり，保護者等が困るケースも少なか
らずあることが報告されている（東京都，2010）。そ
して小野田（2011）は，保護者からの無理難題要求が
増えているかの客観的データは存在せず，一方で保護者
からの苦情や無理難題欲求が増えたと思っている教職
員が増えた（下線筆者加筆）ことは明確であると指摘し
ている。また米澤・尾﨑（2012）は，教員経験の中で，
教員を疲弊させる「困った」保護者はごく稀なケースで
あると述べ，両者が協力すれば，子どものさらなる可能
性を拡げられるのではないかと述べている。

そして保護者は教員に対し，肯定的な評価をしてい
るという報告もある。大阪府教育委員会（2008）の調
査では，小・中学校ともに，８割を超える保護者が学校
に対して「信頼している」または「ほぼ信頼している」

＊ 福岡県北九州市立浅川中学校
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と回答していることが報告されている。また米澤・尾﨑
（2012）の教員と保護者を対象とした調査では，昨今
の教員に対する批判的な論調とは反対に，保護者から教
員を応援するニュアンスのある回答が多かったことが指
摘されている。そして中村・秋光（2014）の小学生の
保護者を対象とした調査では，「子どもたちの話し合い
を大切にしている」「自分に都合の悪いことでも，保護
者に隠さず話す」「子どものもめ事に上手に対応してい
る」に当てはまるような担任は，保護者の肯定的評価を
得ていたことが明らかになっている。このように，教員
と保護者の信頼関係形成は決して困難ではなく，教員と
して基本的な対応ができていることが，保護者からの肯
定的な評価に繋がる可能性が考えられる。

しかしこれまで教員と保護者の信頼関係形成のための
方策について，十分に検討されてきたとは言い難い。板
倉（2018）が多くの教育委員会が保護者からの要望・
苦情対応マニュアルを作成しているが，これらは苦情
や要望に対する手引き書であり，問題を大きくしないよ
うな対応が中心となっていると指摘しているように，マ
ニュアルの多くは，事後対応に偏っていた可能性がある。
そして杉本ら（2019）が「日本においては保護者と教
師の信頼関係は，『信頼性』，『信頼感』の両側面とも
研究がなされていない」と指摘しているが，今後は事後
対応ではなく，信頼関係を築く方策など，良好な関係を
積極的に築くための研究を進める必要があると考えられ
る。

そして保護者を対象とした教員との信頼関係等に関
する調査研究もいくつか行われている。露口（2008）
の小・中学校の保護者を対象とした調査では，保護者
は学校・教員の誠実な対応や，学校行事・PTA活動での
充実感によって，学校への信頼・不信を決定しているこ
とが報告され，保護者は教育活動の「結果」よりも，誠
実さ等の「過程」「努力」に関わる要因により学校信頼
を決定している可能性が指摘されている。また植村・河
内（2015）は保護者を対象に調査し，教員の生徒に対
する公正でない関わりに，保護者からのクレームの多く
のケースが関連していることが推測されると述べており，
このことから逆に，教員の公正な関わりは保護者からの
信頼に繋がることも考えられる。更に杉本ら（2019）
は「保護者による教師の信頼性認知」を測定する尺度を
作成し，保護者との情報共有や子どもへの熱心な指導お
よび問題解決力などの「教師の役割遂行能力」，必要な
時はしっかり叱るなどの「規律的指導」，子どもの話を
しっかり聞いたり，個性を受け入れ対応するなどの「子
どもに合わせた指導」，子どもがその先生のことを好き
など「子どもが示す好意」といった4因子構造となった
ことを報告している。

このように，保護者の視点からの教員と保護者の信
頼関係等についての検討は行われつつある。その一方
で，教員を対象とした保護者との信頼関係形成に焦点
を当てた研究は未だ少ない。そのような中，米澤・尾﨑
（2012）は教員と保護者を対象に互いの信頼関係形成
について調査を行い，①教員・保護者とも互いの信頼
関係は大切であると捉えていること，②双方とも普段か
ら「直接的な交流」が重要であり，それが良好な関係維
持に役立っていると感じていること，③教員は保護者の
具体的な言動から信頼されていると感じることが多いが，
保護者は教員の直接の言動の他に，子どもの言動，行事
等で学校に出向いた際に感じたことなどをもとに信頼で
きる教員かどうかを判断していること，④保護者と教員
との信頼関係構築の方法面で考え方にズレがあり，教員
は子どもとの信頼関係の構築を重視していたが，保護者
は教員との直接的な関わりや相互の努力を通して信頼関
係の構築を心がけていること，などを報告している。こ
の米澤・尾﨑の研究では，教員と保護者の類似だけでな
く，教員と保護者のズレも指摘されているが，吉田・秋
光（2006）は，今日教育現場では教員と保護者の連携
が強く求められている一方，教員と保護者間の様々なト
ラブルが起こっており，その原因の一つに教員と保護者
の間にズレがある可能性を指摘している。これらのこと
から，今後更に教員と保護者双方に対して調査を行い，
互いのズレについても検討し，相互理解や信頼関係形成
に繋がるような知見を蓄積することが必要であろう。

加えて，大阪府教育委員会（2008）の調査では，子
どもの学校生活や勉強の様子を知る方法として，９割以
上の人が「子どもとの会話」を挙げており，教員と保護
者の信頼関係には，子どもの要因も含めて検討すること
が必要であろう。

教員と保護者は立場や役割が異なるため，考え方の違
いがあって当然である。また立場や役割の違いだけでな
く，個人によっても考え方や感じ方，価値観が異なって
当然である。板倉（2018）は教員と保護者の関係にお
いて，保護者と交流することが楽しみであり，喜びとな
る取り組みが求められていることを指摘している。教員
と保護者が互いの違いを認めながら，また違いを楽しみ
ながら，一方で子どものためを思うということでは両者
は一致しており，協働できるはずである。そしてそのた
めに，今後は教員と保護者の関係をネガティブに捉える
だけではなく，良好な関係構築のための方策を検討する
といった，ポジティブな側面にも焦点を当てる研究が一
層求められるであろう。

そこで本研究では，どのような要因が保護者から教員
への信頼に繋がるかについて，教員と保護者双方に調査
を行い，また教員と保護者だけでなく，子どもの要因も
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含めて検討し，具体的な教員と保護者の信頼関係構築に
繋げるための知見を得ることを目的とする。

Ⅱ　方法
１　教員への調査
１）手続き・研究協力者

公立中学校1校に勤務する教員を対象に調査を行った。
事前に中学校校長に質問内容を確認してもらい，了解を
得えた上で，全教員（35名）に調査依頼書を配布しても
らった。依頼書には，調査内容やアンケート協力は任意
であること，調査において個人情報の取得は行わず，研
究において個人が特定されることはないこと等を記載し，
調査に協力する場合は依頼書に記載したGoogleフォーム
のQRコードやリンクから調査に回答してもらった。調
査は2020年11月に行い，回答は6名であった（男性５名，
女性１名）。
２）教員への調査の内容
①個人属性：性別を尋ねた。
②保護者との信頼関係を築く工夫についての自由記述：
「保護者と信頼関係を築くために，あなたは普段からど
のようなことに気をつけたり，工夫されていますか。具
体的にお書きください。」の1項目について，自由記述
で回答を求めた。
③信頼関係を築くことが難しい保護者との関わりについ
ての自由記述：「信頼関係を築くことが難しいと感じる
保護者との関わりにおいて，あなたは普段からどのよう
なことに気をつけたり，工夫されていますか。具体的に
お書きください。」の1項目について，自由記述で回答
を求めた。
2　保護者への調査
１）手続き・研究協力者

上記と同じ公立中学校1校の１～3年生の保護者対象
に調査を行った。教員への調査同様，事前に中学校校
長に質問内容を確認してもらい，了解を得えた上で，生
徒を通じて保護者（297名）に調査依頼書を配布しても
らった。依頼書には，教員への調査同様の内容を記載し，
調査に協力する場合は依頼書に記載したGoogleフォー
ムのQRコードやリンクから回答してもらった。調査は
2020年11月に行い，回答は36名であった（男性4名，女
性31名）。
２）保護者への調査の内容
①個人属性：性別を尋ねた。
②信頼できた教員の有無：これまで子どもと関わりが
あった先生について，信頼できると思う先生がいたかに
ついて，「いた」「いなかった」のいずれかを選択して
もらった。なお，教員の校種は問わなかった。
③信頼できた教員の子どもへの関わりについての自由記

述：②において，信頼できる先生がいたと回答した場合
のみ回答してもらった。質問内容は「あなたはその先生
の子どもたちへのどのような関わり方から信頼できると
思いましたか。具体的にお書きください（特にない場合
は無記入でも構いません）。」の1項目について，自由
記述で回答を求めた。
④信頼できる教員の子どもへの関わりについての自由記
述：「あなたは子どもたちに対してどのような関わり方
をする先生が信頼できると思いますか。具体的にお書き
ください（実際に関わりのあった先生についでなくても
構いません）。」の1項目について，自由記述で回答を
求めた。
⑤信頼できた教員の保護者への関わりについての自由記
述：②において，信頼できる先生がいたと回答した場合
のみ回答してもらった。質問内容は「あなたはその先生
の保護者へのどのような関わり方から信頼できると思い
ましたか。具体的にお書きください（特にない場合は無
記入でも構いません）。」の1項目について，自由記述
で回答を求めた。
⑥信頼できる教員の保護者への関わりについての自由記
述：「あなたは保護者の方に対してどのような関わり方
をする先生が信頼できると思いますか。具体的にお書き
ください（実際に関わりのあった先生についでなくても
構いません）。」の1項目について，自由記述で回答を
求めた。

Ⅲ　結果
１　教員対象の調査
１）保護者との信頼関係

KJ法（安藤，2004；川喜多，2017）を援用し，カテ
ゴリー化を行った。まず第2著者が１つの意味のある文
章のまとまりを単位として区切り，14枚のカードを作成
した。その後，第1筆者が内容の類似から6のサブカテ
ゴリー（以下〈　〉で表記）にグループ編成し，それら
を更に3つのカテゴリー（以下【　】で表記）に分類し
た（表1）3）。【子どもとの関わり】は〈子どもとの関
係づくり〉〈指導の工夫〉の2つのサブカテゴリーから
なった。【日常的繋がり】は〈子どもの話題〉〈普段の
関係づくり〉の2つのサブカテゴリーからなった。【問
題時の繋がり】は〈情報共有〉〈詳細な説明〉の2つの
サブカテゴリーからなった。記述数は【子どもとの関わ
り】が4，【日常的繋がり】が5，【問題時の繋がり】が
5であり，3つのカテゴリー間で大きな差は見られなかっ
た。
２）信頼関係を築くことが難しい保護者との関わり

1)同様にカテゴリー化を行った。まず第2著者が１つ
の意味のある文章のまとまりを単位として区切り，11枚
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のカードを作成した。その後，第1筆者が内容の類似か
ら6のサブカテゴリーにグループ編成し，それらを更に
2つのカテゴリーに分類した（表2）。【積極的で寄り添
う姿勢】は〈子どもや保護者との関係づくり〉〈共感的
姿勢〉〈協働の姿勢〉の3つのサブカテゴリーからなっ
た。【具体的工夫】は〈対面重視〉〈迅速・確実〉〈他
者への相談〉の3つのサブカテゴリーからなった。記述
数は【積極的で寄り添う姿勢】が5，【具体的工夫】が6
であり，2つのカテゴリー間で大きな差はなかった。
３）教員の保護者との関わりの工夫の図解化

1)と2)のカテゴリー化の結果をもとに，KJ法A型（安
藤，2004；川喜多，2017）を援用し，教員の保護者と
の関わりの工夫について図解化を行った。第1筆者がそ
れぞれのカテゴリーの関係を考え，図1のように空間配
置と図式化を行った（（　）内の数字は1)と2)を合わせ
た記述数）。その結果，教員は【子どもとの関わり】や
保護者との【日常的繋がり】，【問題時の繋がり】を普
段から心がけており，更に信頼関係を築くことが難しい
と感じる保護者との関わりにおいては，【積極的で寄り
添う姿勢】や【具体的対応】のように，より丁寧で積極
的な態度や工夫を心がけていることが示された。
２　保護者対象の調査
１）信頼できた教員の有無

研究協力者36名中，34名の保護者が信頼できたと思
う教員がいたと回答していた。 
２）信頼できた教員の子どもへの関わり

１の1)同様にカテゴリー化を行った。まず第2著者が
１つの意味のある文章のまとまりを単位として区切り，
44枚のカードを作成した。その後，第1筆者が内容の類
似から11のサブカテゴリーにグループ編成し，それら
を更に4つのカテゴリーに分類した（表3）。【態度】
は〈誠実さ〉〈公平さ〉の2つのサブカテゴリーからな
る。【指導力】は〈成長促進〉〈集団づくり〉〈安定し
た対応〉の3つのサブカテゴリーからなる。【子どもへ
の関わり】は〈良さを見る視点〉〈子ども理解〉〈個々
の尊重〉〈寄り添った対応〉〈日常の声掛け〉の5つの
サブカテゴリーからなる。【子どもからの好意】は〈子
どもからの好意〉の1つのサブカテゴリ―からなる。記
述数は【態度】が9，【指導力】が7，【子どもへの関わ

図1．教員の保護者との信頼関係に関する工夫
（　）内数字は記述数

― 34 ―

春日　由美・三原　茉綸



り】が26，【子どもからの好意】が2であり，記述数が
最も多かったカテゴリーは【子どもへの関わり】であっ
た。また，記述数が5以上のサブカテゴリーは，【態
度】〈誠実さ〉，【子どもへの関わり】〈良さを見る視
点〉〈子ども理解〉〈個々の尊重〉であった。
３）信頼できる教員の子どもへの関わり

１の1)同様にカテゴリー化を行った。まず第2著者が
１つの意味のある文章のまとまりを単位として区切り，
56枚のカードを作成した。その後，第1筆者が内容の類
似から16のサブカテゴリーにグループ編成し，それら
を更に3つのカテゴリーに分類した（表4）。【態度】は
〈誠実・公平〉〈親身〉〈日常的コミュニケーション〉
〈話しやすさ〉〈一貫性〉〈冷静〉〈メリハリ・情熱〉
の7つのサブカテゴリーからなる。【指導力】は〈褒め
る・叱る〉〈問題対応〉〈成長促進〉〈スピード感〉
〈集団作り〉〈礼儀作法〉の6つのサブカテゴリーから
なる。【子どもへの関わり】は〈傾聴・子ども理解〉
〈寄り添った対応〉〈良さを見る視点〉の3つのサブカ
テゴリーからなる。記述数は【態度】が21，【指導力】
が11，【子どもへの関わり】が24であり，記述数が最

も多かったカテゴリーは【子どもへの関わり】であっ
た。また，記述数が5以上のサブカテゴリーは【子ども
への関わり】〈傾聴・子ども理解〉〈寄り添った対応〉
であった。
４）保護者が思う信頼できた・できる教員の子どもへの
関わりの図解化

2の2)と3)のカテゴリー化の結果をもとに，1の3)同
様に，保護者が思う信頼できた・できる教員の子ども
への関わりの工夫について図2のように図解化を行った
（（　）内の数字は2)と3)を合わせた記述数。【子ども
からの好意】は2)のみ）。その結果，教員自身に関する
ものと，子どもと教員との関係に関するものの2つの側
面があることが示された。つまり，保護者は普段の教員
自身の【態度】や教員の専門性としての【指導力】が
信頼に繋がると感じており，また【子どもへの関わり】
【子どもからの好意】といった子どもと教員の関わりも
教員への信頼に繋がると感じていることが示された。そ
して記述数では【子どもへの関わり】が50と最も多く，
次いで【態度】が30であった。
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５）信頼できた教員の保護者への関わり
１の1)同様にカテゴリー化を行った。まず第2著者

が１つの意味のある文章のまとまりを単位として区切

り，37枚のカードを作成した。その後，第1筆者が内容
の類似から10のサブカテゴリーにグループ編成し，そ
れらを更に4つのカテゴリーに分類した（表5）。【態
度】は〈親身〉〈誠実さ〉〈常識的態度〉〈傾聴〉の4
つのサブカテゴリーからなる。【問題対応力】は〈指導
力〉〈ポジティブな対応〉の2つのサブカテゴリーから
なる。【問題時の繋がり】は〈迅速な報告・相談〉〈繋
がり作り〉の2つのサブカテゴリーからなる。【日常的
繋がり】は〈日常的伝達〉〈アドバイス〉の2つのサブ
カテゴリ－からなる。記述数は【態度】が12，【問題対
応力】が7，【問題時の繋がり】が7，【日常的繋がり】
が11であり，記述数が最も多かったカテゴリーは【態
度】であった。また，記述数が5以上のサブカテゴリー
は【問題対応力】〈指導力〉，【問題時の繋がり】〈迅
速な報告・相談〉，【日常的つながり】〈日常的伝達〉
であった。

図2．信頼できた・できる教員の子どもへの関わり
（　）内数字は記述数
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６）信頼できる教員の保護者への関わり
１の1)同様にカテゴリー化を行った。まず第2著者が

１つの意味のある文章のまとまりを単位として区切り，
41枚のカードを作成した。その後，第1筆者が内容の類
似から9のサブカテゴリーにグループ編成し，それらを
更に3つのカテゴリーに分類した（表6）。【態度】は

〈誠実・親身〉〈話や相談のしやすさ〉〈常識的態度〉
〈柔軟さ・客観的〉〈傾聴〉〈一目置ける〉の6つのサ
ブカテゴリーからなる。【問題時の繋がり】は〈問題時
の繋がり〉の1つのサブカテゴリーからなる。【日常的
繋がり】は〈日常的伝達〉〈アドバイス〉の2つのサブ
カテゴリーからなる。記述数は【態度】が26，【問題時
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の繋がり】が7，【日常的繋がり】が8であり，記述数が
最も多かったカテゴリーは【態度】であった。また，記
述数が5以上のサブカテゴリーは【態度】〈誠実・親
身〉〈話や相談のしやすさ〉〈常識的態度〉，【問題時
の繋がり】〈問題時の繋がり〉，【日常的繋がり】〈日
常的伝達〉であった。
７）保護者が考える信頼できた・できる教員の保護者へ
の関わりの図解化

5)と6)のカテゴリー化の結果をもとに，1 の3)同様に，
保護者が思う信頼できた・できる教員の子どもへの関わ
りの工夫について図3のように図解化を行った（（　）
内の数字は5)と6)を合わせた記述数。【問題対応力】は
5)のみ）。その結果，教員自身に関するものと，保護者
や子どもと教員との関係に関するものの2つの側面があ
ることが示された。また日常のものと問題が起こった時
の2つの側面もあることが示された。つまり，保護者は
普段の教員自身の【態度】や教員と自分や子どもとの
【日常的繋がり】をもとに教員への信頼が生まれると考
えており，また問題が起こった時の教員の【問題対応
力】や教員が保護者と連携するといった【問題時の繋が
り】からも教員への信頼を生じると考えていることが示
された。また記述数では【態度】が38と最も多く，次い
で【日常的繋がり】が19であった。

Ⅳ　考察
１　教員対象の調査

調査から，教員は保護者との信頼関係形成の工夫とし
て，普段は【子どもとの関わり】のように子どもへの関
わりや指導を十分に行うことや，【日常的繋がり】のよ
うに子どもについて保護者と話すようにしたり，あいさ
つや話す機会を作るなど行っていることが明らかになっ
た。先述の大阪府教育委員会（2008）の調査ように，
保護者が学校の様子を知る方法は，子どもとの会話を通
してが多いことが考えられるため，教員が子どもとの関
わりを重視することは，保護者との信頼関係形成に有益
であると考えられる。また日常的に繋がりを持つことは，

米澤・ 尾﨑（2012）の研究の直接的な交流と類似した
内容と考えられ，このような教員の工夫は，保護者から
の信頼に繋がると考えられる。また問題が生じた際には
【問題時の繋がり】のように，丁寧で迅速，詳細な説明
をすることが保護者との信頼関係に繋がると考えている
ことが示された。他方，信頼関係を築くことが難しいと
感じる保護者とは，【積極的で寄り添う姿勢】や【具体
的工夫】のように，積極的に保護者に関わりを持つ工夫
をしていることが明らかになった。これらから，図1の
ように，普段の保護者との信頼関係作りと，信頼関係を
築くことが難しい保護者との関係作りは全く異なってい
るというよりも，普段の関わり方に加えて，より積極的
に教員は保護者に寄り添うような関わりの工夫をしてい
ることが示唆された。
２　保護者対象の調査
１）信頼できた教員の有無

今回研究に協力者した保護者においては，90%以上の
保護者が信頼できたと思う教員がいたと回答していた。
これは先述の大阪府教育委員会（2008）や米澤・尾﨑
（2012）と同様の結果であり，保護者から教員への信
頼関係の形成は決して困難ではない可能性が考えられた。
２）信頼できた・信頼できる教員の子どもへの関わり

分析の結果，保護者は信頼できた・信頼できる教員
の子どもへの関わりとして，【子どもへの関わり】【態
度】【指導力】の3つの側面を重要視していると考えら
れた。特に【子どもへの関わり】の記述数は50と最も
多く，次いで【態度】が30と多かった。【子どもへの関
わり】は〈良さを見る視点〉〈子ども理解〉〈個々の尊
重〉〈寄り添った対応〉〈日常の声掛け〉のサブカテゴ
リーからなり，保護者は教員が自分の子どもに寄り添い，
大切に関わっているかどうかに注目していることが考
えられた。先述の杉本ら（2019）の研究で作成された
「保護者による教師の信頼性認知」を測定する尺度にも，
「子どもに合わせた指導」の因子があるが，子ども一人
ひとりに寄り添うといった教員としての基本的な関わり
は，保護者が教員を信頼する重要な要因になると考えら
れた。そして【態度】の記述内容から，教員の誠実さや
公平さ，親身な態度などの日常の態度が，保護者から教
員への信頼形成に重要であることが明らかになった。露
口（2008）の調査でも学校信頼の要因として，保護者
は教員の誠実さ等を見ていることが報告されている。ま
た米澤・尾﨑（2012）の研究でも，教員と異なり，保
護者は教員の直接言動以外に，行事等で教員と会った際
に感じたことなどをもとに信頼できるかどうかを判断し
ていることが示されていた。今回教員への調査結果から
は，教員が考える保護者との信頼関係作りの工夫にこの
ような態度のカテゴリーは見られなかったことから，教

図3．信頼できた・できる教員の保護者への関わり
（　）内数字は記述数

（19）（19）

（38）（38）

（14）（14）
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員と保護者で異なる点として，教員が考えている以上に，
保護者は教員の「態度」に注目していることが示唆され
たと言えよう。
３）信頼できた・信頼できる教員の保護者への関わり

分析の結果，保護者が信頼できた・信頼できる教員
の保護者への関わりとして，【態度】【日常的繫がり】
【問題時の繋がり】【問題対応力】があることが明らか
になった。【態度】は記述数が38と最も多く，次いで
【日常的繫がり】が19と多かった。日常的繋がりは，今
回の教員への調査でも見られたが，先述したように，教
員への調査では態度のカテゴリーは見られていない。
【態度】の記述内容から，保護者は教員の誠実さや親身
な態度，話や相談のしやすさ，常識的な態度など，教員
個人の態度をもとに，信頼できるか否かを判断している
ことが考えられた。また【日常的繫がり】の記述内容か
ら，普段から子どもの様子を伝えたり，保護者とコミュ
ニケーションを図ろうとするなど，日常的に教員が保護
者と繋がろうとすることは，保護者からの教員への信頼
に繋がると考えられ，これは米澤・尾﨑（2012）の研
究とも一致すると考えられる。そして【問題対応力】や
【問題時の繋がり】のカテゴリーが見られたように，問
題が起こった時の対応やその際の保護者との連携も，信
頼関係の形成に重要と考えられる。しかしそれ以上に保
護者は，日頃の教員の態度や保護者と繋がろうとする姿
勢を重視している可能性が考えられた。

Ⅴ　総合考察と今後の課題
検討の結果，教員は普段の保護者との関係作りと，関

係作りが難しいと感じる保護者との関わりでは，質的に
変えているというよりも，より丁寧に行っていることが
明らかになった。また図2，3のように，保護者が教員
への信頼を感じる要素として，教員自身に関するものと，
子ども・保護者と教員との関係に関するものの2側面が
あると考えられた。そして教員への保護者の信頼関係形
成のためには，教員も保護者も子どもとの関わりや問題
が起こった場合の対応などを重視している点が共通して
いた。一方で教員と保護者とで異なっていたのは，保護
者は教員を信頼する上で，教員の日頃の態度を重視し
ていたということ，また保護者は教員の子どもへの関わ
りを細かに見ているということである。そして保護者が
信頼できる教員の要素として挙げていたのは，人に関わ
る職種として，また子どもに関わる教育者としての基本
的な側面であり，保護者は教員に対して過剰な要求をし
ているというより，教員としての基本的な対応を期待し，
そこから信頼できると感じていることが示唆されたと言
えよう。

本研究の課題として，教員・保護者ともに研究協力者

数が少なかったことが挙げられる。また1校のみでの調
査であり，結果は限定的なものである。今後更に複数の
学校や校種において，検討を重ねる必要がある。

付記
本研究は第2筆者が卒業研究として調査とデータの

カード化（意味のある文章のまとまりを単位として区
切った）を行ったものを，第1筆者が再分析と執筆を
行ったものである。快く調査実施のご協力をいただいた
中学校校長先生をはじめ，調査協力をいただいた保護者
の皆様や先生方に心より感謝申し上げます。

注
1） 煩雑さを避けるため，「教員」「教師」の文言を，

引用文を鍵括弧で引用した部分以外は，職業を表す
用語の「教員」で統一した。

2）日本苦情白書（2009）の教育分野は小野田正利監修。
3） 表中の自由記述の内容は，敬体で書かれていたもの

も常体にして記載した。
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